
令和７年度及び令和８年度
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1

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
来年度にかけて、佐賀市水ヶ江三丁目、四丁目及び六丁目地区で実施します法務局地図作成事業について、事業の目的や作業の内容、事業を実施した結果どうなるのかについて御説明いたします。

事前に送付しております「令和７年度及び令和８年度法務局地図作成事業について」に基づいてご説明いたします。

同じものを前方のスクリーンに映し出しておりますので、手元の資料とスクリーンの見やすい方を御覧ください。



１ 地図の作成が必要な理由（１）

〇法務局には、土地や建物の権利関係を記録する登記記
録のほか、その土地の位置や形状を示す地図等を備え
付けています。

〇ところが、 現在、法務局に備
え付けられている、佐賀市中
心部の地図の多くは、「公図
（又は字図）」と呼ばれるもの
で、明治時代に税金を徴収
するために作成されたものを
利用しています。
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
はじめに，地図の作成が必要な理由について御説明いたします。

法務局には，土地や建物の所有者などの権利関係を記録する登記記録のほか，その土地の位置や形状を示す地図等を備え付けています。

ところが，現在，法務局に備え付けている地図の中で，佐賀市中心部の地図の多くは，公図又は字図と呼ばれるもので，明治時代に，税金を徴収するために作成されたものを現在も利用している状況にあります。

実際には、明治時代に作られた紙の地図を使っているわけではなく、コンピュータに取り入れた地図を利用してはいますが、土地の位置や形状の大元は明治時代に作成されたものになります。





１ 地図の作成が必要な理由（２）

〇この「公図（又は字図）」は、現地において復元できるほど
精度が高くないことや、 公図上の境界と実際の境界が合
わないなど、土地の境界、面積が正確でないものがあり、
場合によっては、現地で土地を特定できないこともありま
す。

〇このような問題を解決するた
めには、一筆の土地ごとに境
界を確認して、より正確な測
量を行い、地図上の境界と実
際の境界が一致する精度の
高い地図を作ることが必要で
す。
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
この公図ですが、明治時代に作られたものが大元となっていますので、現地において境界の位置が特定できるほど精度が高くないことや、公図に表示された土地の境界や大きさが実際と合っていないものがあり、場合によっては、現地で、土地そのものを特定できないこともあります。※精度が悪い＝当てにならないということではないということを説明する。

そして、このような問題を解決するためには，（一筆，この筆というのは土地を数える単位のことですが，一筆の土地ごとに境界を確認して，より正確な測量を行い，）実際の境界と一致する、精度の高い地図を作ることが必要であり、法務局では地図作成事業を行っています。



２ 佐賀市水ヶ江三丁目、四丁目及び
六丁目地区を選定した理由

〇政府は、経済活性化のために、都市の再生に力を入れ
ています。平成１５年６月に内閣総理大臣を本部長とす
る都市再生本部において、都市部の地籍の整備を行う
との方針が打ち出されるなど、正確な地図の整備が政
府の緊急かつ重要な課題となっています。

〇平成１６年度から平成１８年度まで実施された都市再生
街区基本調査の結果を踏まえて、公図と現況のずれが
大きい地域から計画的に地図作成を実施することとし、
令和７年度及び令和８年度は、佐賀市水ヶ江三丁目、
四丁目及び六丁目地区を選定いたしました。
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　これまでご説明しました、公図が現地の境界と一致していないという問題は、佐賀県固有のものではなく、全国同じ状況にあります。

　そこで、平成１５年６月に，内閣総理大臣を本部長とする都市再生本部において，都市部の地籍の整備を行うとの方針が打ち出されて以降、正確な地図の整備が，政府の緊急かつ重要な課題となっています。

　これを受けて，法務局では，（平成１６年度から平成１８年度まで実施された都市再生街区基本調査の結果を踏まえて，）公図と現況のずれが大きい地域から計画的に地図作成を実施しており，令和７年度及び令和８年度は，佐賀市水ケ江三丁目、四丁目及び六丁目地区を選定いたしました。



３ 地図作成の効果 （１）

〇土地の境界をめぐるト
ラブルの発生を、未然
に防止することに役立
ちます。

〇相続した土地の正確な
位置がわかります。
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
地図作成事業の成果として、土地の区画を正確に表した地図と一つ一つの土地ごとに測量図が作成されますので、その効果についてご説明いたします。

まずは，土地の区画を正確に表した図面があることで、土地の境界をめぐるトラブルの発生を，未然に防止することに役立ちます。

例えば、それまで住んでいなかった土地を相続した場合、お隣との境界が分からないということがありますが、（を誰も知らないとなると，境界紛争などのトラブルの原因となることがあります。
今回の地図作成作業により，土地の境界をはっきりさせておけば，）土地の区画を正確に表した図面があることで、将来の子どもたちが，境界のトラブルに巻き込まれることがなく，安心です。



４ 地図作成の効果 （２）

〇正確な地図があると、
土地を売買する場合等
に、隣地との境界確認
に時間がかかったり、
登記記録と実測の面積
が異なるなどのトラブ
ルが発生することはあ
りません。
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
地図作成の効果の２つ目は、

土地を売買する場合には，ほとんどの場合、売買の前に隣地の所有者と境界を確認することが多いのですが、正確な図面があることで、境界の確認をスムーズに行うことができます。

また、地図作成で測量した面積を登記記録に反映しますので、登記記録と実測の面積が異なるといったトラブルが発生することはありません。

ということで、地図作成の効果として、土地の取引をスムーズに行うことができます。



５ 地図作成の効果 （３）

〇正確な地図があると、
土地の境界確認作業
が簡単にできるため、
道路、下水道などの公
共事業の整備や、万一
の災害の後でも、迅速
な復旧に役立ちます。
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
効果の３つ目です。

正確な地図が作成されている地域であれば，土地の境界を，容易にかつ正確に把握できますので，道路や公園，下水道などの整備計画をすばやく立てることができます。

また，地震や洪水などの災害で，水道管，ガス管，電線，電柱，道路などのライフラインが分断された場合でも、国家基準点から全ての境界を容易に復元することができますので、復旧工事に速やかに着手することができます。

以上、地図作成の効果についてご説明いたしましたが、所有者の皆様にとってメリットがあるということを御理解いただけたかと思います。



６ 地図作成の進め方

① 作業計画・準備

 作業計画の策定・関係

機関との連絡調整、住
民の皆様へのお知らせ
などを行い、地図作成
のための準備を進めま
す。

（令和７年１０月～
令和８年４月）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
ここからは，地図作成事業の作業の流れについてご説明いたします。

最初に行う作業は，作業計画を立てたり，市役所などの関係機関との連絡調整や，自治会，住民の皆様への説明など、地図作成のための準備を今月から来年４月にかけて行います。



６ 地図作成の進め方

② 基準点設置

 測量の基礎（骨格）とな

る基準点（地球上の位
置が正確に測定された
点）を設置します。

（令和７年１１月～
令和８年２月）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
作業の２つ目は，基準点設置作業を行います。

皆様の土地の測量は、来年の夏頃に行いますが、その測量のための基準となる点を、地区内に設置させていただく作業です。

実際に設置する基準点は写真のような金属鋲です。これらを設置するため、来月から、作業機関が地区内に入って作業を進めさせていただきます。

基準点は道路敷地などの公共の土地に設置する予定ですが、やむを得ず私有地に設置させていただく場合は、事前にご相談させていただきます。



６ 地図作成の進め方

③ 現地事前調査・筆界
点調査

一筆地調査に先立ち、
現状の境界の状況、所
有者の状況について調
査を実施します。

敷地への立入りをお
願いすることがあります。

（令和８年２月～５月）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
３つ目は，現地事前調査・筆界点調査です。

皆様に立会いをお願いして実施する一筆地調査の前に、境界に関する情報を集めるために実施する作業です。

現地のブロック塀などの構造物や佐賀の特徴でもある細かく通っている水路などがどのようになっているかを調べるために、作業機関が一つ一つの土地を見させていただいて調査いたします。

そのため、作業機関の担当者が，敷地に入らせていただく必要があります。
所有者の皆様の立会いについては必ずしも必要ではありませんが，担当者の立入りについてあらかじめ御了承いただきますようお願いいたします。

なお，実施時期は，来年２月から５月頃までを予定しています。

こちらの調査の詳細は、このあと作業機関から御説明いたします。



６ 地図作成の進め方

④ 一筆地調査（現地立
会いによる境界確認）

一筆ごとの土地につい
て、関係者立会いのも
とに、所有者、地番、地
目、筆界の調査を実施
します（所有者ごとに実
施。）。

（令和８年５月～８月）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
作業の４つ目の一筆地調査です。

この一筆地調査は、所有者の皆様に協力をお願いする作業で、この地図作成事業の中で最も重要な作業になります。

作業内容は、所有者の皆様に，現地で立会いをしていただき，地目や境界などを一つ一つの土地ごとに確認させていただく作業になります。

こちらの一筆地調査は、お隣の所有者とは別の時間で実施いたします。所有者御本人様が立ち会うことができない場合は，代理の方に立ち会っていただくこともできますし、遠方にお住まいの方には図面にてご確認いただく方法もあります。

先ほど最も重要な作業と申し上げた理由は、この一筆地調査において、所有者の皆様の確認がとれない場合は、境界の確認ができなかったということで、地図に境界線を入れることができなくなります。地図に境界線が入らなければ、先ほどご説明しました地図作成の恩恵が受けられなくなりますので，この一筆地調査には、必ず何かしらの方法で確認に御協力いただきますようお願いいたします。

一筆地調査は、来年５月から８月にかけて実施する予定としており、立会日の３週間前にはお知らせを郵送いたします。そのときにお問合せをいただければ、所有者の皆様のご都合のよい確認方法で調整いたしますので、一筆地調査へのご協力をお願いいたします。



６ 地図作成の進め方

⑤ 一筆地測量

  基準点を基礎に、各筆
の筆界を測量します。

これにより、正確な面積
が計算できます。また、
各筆の地球上の位置を
座標値で特定できます。

（令和８年６月～９月）

12

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
作業の５つ目は、一筆地測量です。

一筆地調査が終わり次第，順次，皆様の土地の測量を行います。
２つ目の作業で設置しました基準点を使って，一筆地調査で確認ができた境界を測量します。


これにより，正確な面積が計算できます。
また，国家基準点に基づく国家座標値を使用しており，各土地の地球上の位置を座標値で特定できますので，万が一，お隣様との境界であったブロックが倒壊したとしても、正確に復元することができます。



６ 地図作成の進め方

⑥ 成果の閲覧・確認

     （縦覧）

 一筆地調査・測量により

作成した「地図の原図」と
「地積等調査一覧表」を皆
様に閲覧していただき、誤
り等を訂正する機会を設
けます。

（令和８年１２月）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
作業６つ目は、成果の閲覧・確認で縦覧と呼ばれる作業です。

これまで実施してきた地図作成作業の成果となる，地図の原図，地積等調査一覧表などを，所有者の皆様に確認していただくための縦覧を行います。

縦覧は、来年の１２月頃の実施を予定しており，事前に郵送により御案内いたします。

事前の郵送では，案内文書と併せて，縦覧用の図面を同封しますので，その内容を確認していただき，御質問等がある方は、縦覧の会場にお越しいただきましたら担当者から説明をさせていただきます。

誤りがない場合や御質問がない場合は，縦覧会場にお越しいただく必要はありません。




６ 地図作成の進め方

⑦ 職権登記

 成果に基づき、 登記

記録と地目や地積が一
致しない土地について
は、登記官が職権で変
更し、地図を備え付け
ます。
（令和９年１月～３月）
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法

務 

局

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
作業７つ目は、職権登記です。

縦覧が終わりますと，これまでの作業で作成した地図と地積測量図を法務局に備え付けるための作業を行います。

図面の登録と併せて，測量の結果，登記記録と土地の面積が異なる場合は，職権で登記記録の書き換えを行います。
面積などを修正した結果は，地方税法の規定に基づき佐賀市役所に通知を行い，令和９年の固定資産税に反映されることになります。

地図作成作業の成果を反映した地図、地積測量図、登記記録は、令和８年４月には証明書として交付できるよう作業を進めます。

地図作成の一連の作業は以上となります。




７ 法務局地図作成事業でできること
法務局地図作成事業では、土地の利用状況に応じて次の処理がで

 きます。

① 分 筆

（登記上で一筆になって
いる土地を二筆以上に
分けること）

※１１０番の土地

道路宅地
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
ここからは、法務局地図作成事業においてできることについてご説明いたします。

１点目は，法務局地図作成事業の中で分筆処理は行うことができます。

分筆とは，登記記録上，一筆になっている土地を，二筆以上に分けることを言います。




７ 法務局地図作成事業でできること
法務局地図作成事業では、土地の利用状況に応じて次の処理がで

 きます。

① 分 筆

一筆の土地の利用形
態（地目）が異なる部分
（例えば「宅地」と「道
路」等）については、分
筆の処理ができます。

※１１０番の土地

道路宅地

※１１０番１と１１０番２に分筆

１１０－１ １１０
－２
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート

図を見ていただきますと，１１０番という一筆の土地の現況が，一部は宅地として，残りの一部は道路として，それぞれ利用されています。

このように，一筆の土地で，異なる利用形態がある場合には，その利用状況に合わせて分筆することができます。

図の場合，１１０番の土地を，宅地部分と道路部分とに分け，それぞれ１１０番１の土地，１１０番２の土地という２つの土地にする分筆処理をすることができます。



７ 法務局地図作成事業でできること
法務局地図作成事業では、土地の利用状況に応じて次の処理がで

 きます。

② 合 筆

 （登記上で数筆にな っ
ている土地を合わせて

一筆にすること）

※１１０－１、１１０－２、１１２の土地

１１０－１ １１０－２

家屋番号

１１０－１の建物

１１２
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
２点目は，法務局地図作成事業の中で合筆処理も行うことができます。

合筆とは，登記記録上，数筆になっている土地を合わせて，一筆にすることを言います。



７ 法務局地図作成事業でできること
法務局地図作成事業では、土地の利用状況に応じて次の処理がで

 きます。

② 合 筆

利用形態（地目）が同
一かつ隣接する土地の
場合で、合筆禁止条項
に該当しない場合は、
合筆処理ができます。

※１１０－１、１１０－２、１１２の土地

１１０－１ １１０－２

※１１０－１、１１０－２、１１２を合筆

１１０－１

１１２

家屋番号

１１０－１の建物

家屋番号

１１０－１の建物
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
図を見ていただきますと，現地では，１１０番１，１１０番２，１１２番の三筆の土地が，家屋番号１１０番１の建物の敷地として一体的に利用されています。

このような場合，これらの土地は，互いに隣接し，ともに家屋番号１１０番１の建物の敷地，つまり宅地として利用されていますので，合筆の処理ができる一つの条件はクリアしています。

そのほかの合筆禁止事項、所有者の持分が違ったり、内容が違う抵当権が設定されている等に該当しない場合は、１１０番１，１１０番２，１１２番の三筆の土地を併せて１１０番１の土地にまとめる合筆処理をすることができます。



８ 法務局地図作成事業ではできな
いこと

〇法務局地図作成事業では、所有者からの要望が
あっても次の処理はできません。

① 所有者の意思による分筆登記及び所有権移転登記

② 相続が発生している場合の相続登記

③ 住所が変更されている場合の住所変更登記

④ 抵当権等の抹消登記
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一方で、法務局地図作成事業ではできないこともありますので、１９ページでご説明いたします。

１点目として，隣接者同士で土地の切り売りをして，その登記をしていない場合の分筆登記及び所有権移転登記。
２点目として，相続が発生している場合の相続登記。
３点目として，住所が変更されている場合の住所変更登記。
４点目として，抵当権などの抹消登記，です。

今回、所有者説明会の開催に当たって、所有者の皆様に通知を送るため、住所や相続人をお調べさせていただきましたが、登記記録上の所有者が亡くなられていたり、住所が変わっておられる場合でも、今回お調べした内容に登記記録を書き換えることはいたしませんので、皆様においてお手続きをお願いいたします。



９ 筆界が確認できなかった場合

一筆地調査期間中に、どうしても筆界が確認できな
かった場合、及び立会いができなかった場合の土地に
ついては、隣接地を含んで、やむを得ず 「筆界未定」 と
いう処置をします。

①筆界未定となった土地は、正確な面積が計算できま
せん。また、地図に筆界が記入できません。

②調査完了後に筆界が確認できたとしても、その調
査・測量・登記手続について、法務局では対応でき
ません。（この場合は、費用等の負担は、すべて土
地所有者の個人負担です。）
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次に，境界が確認できなかった場合について説明します。

こちらは、皆様に覚えておいていただきたい内容になります。

来年５月から８月に実施します一筆地調査の期間中に，隣接する所有者の間で境界の位置が異なり、境界の位置が確認できなかった場合，または，一筆地調査に立ち会われなかった場合、図面での境界確認を申し出られて回答がない場合など，境界の確認ができなかった場合には，法務局で勝手に境界線を入れることはできませんので、隣接地を含めて，やむを得ず， 筆界未定 という処理をします。

具体的に筆界未定の処理はどうなるかと言いますと、一旦、次のスライドを見ていただきます。

筆界未定になるとどうなるのかと言いますと
１つ目は、土地の区画が決まりませんので、今回の地図作成事業では測量ができず、正確な面積が計算できません。
また、先ほど見ていただいたとおり地図に筆界が記入できません。
これにより、
土地の境界が決まっていないことから、土地の売買や抵当権を設定することが難しくなります。
また，その後も境界が確認されなかった場合は、境界問題を抱えた土地を相続させてしまうことになります。

２つめは，今回の地図作成事業が終了した後に所有者の話合いで境界が確認できたとしても，その調査，測量や登記手続については，所有者の負担で行っていただくことになります。

以上のとおり、筆界が確認できなかった場合には重い負担が残ってしまうことになります。
今回の地図作成事業では、専門家である土地家屋調査士が無料で調査・説明を行いますので、筆界を確認するいい機会であると捉えていただき、今回の地図作成事業に御協力をいただきますようお願いいたします。



筆界未定

117 111

108+109+110
118

107 106

104

103

102

調査前 調査後
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調査前には，１０８番，１０９番，１１０番と，それぞれ左側の図のように表示していましたが，一筆地調査において最終的に境界の確認ができなかった場合には，調査後の地図上に境界線を表示することができず，図のように「１０８＋１０９＋１１０」という表示になります。

この区画の中に、１０８番と１０９番と１１０番の土地があるという表示です。これが筆界未定の処理です。

また、前のスライドに戻っていただきます。





１０ 公図（地図作成前）

Ａ

Ｂ

22

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
改めて，法務局地図作成事業を行う前の公図と，事業後の地図とを見ていただきます，

事業の前の公図は、明治時代に作成された手書きの公図が元となっていますので、位置や大きさが実際とは合っていない場合があります。





１０ 法１４条地図（地図作成後）

ＡＢ
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事業後には、測量の結果、土地の区画や大きさを正確に表したこのような地図が作成されます。

また，境界の確認ができた全ての土地について，地図のほかに，一筆の土地ごとに地積測量図を作成し，法務局に備え付けます。
地積測量図には，土地の境界の長さや面積，座標値などが明らかにされています。



１１ 調査実施に当たってのお願い

① 土地の立入りについて

 法務局地図作成事業を実施するに当たり、現地の
調査や 測量等のため、法務局職員や土地家屋調
査士（法務局から委託を受けた業者） が土地へ立
ち入ることがありますので、御了承ください。

 なお、地図作成に携わる法務局職員や土地家屋

調査士は、法務局が発行した身分証明書を携行し
ます。
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最後に，調査実施に当たってのお願いをさせていただきます。

１点目は，土地の立入りについてです。

地図作成事業を実施するに当たって，現地の調査や 測量などのため，法務局職員や土地家屋調査士が土地へ立ち入ることがありますので，ご了承ください。

なお，地図作成作業に携わる法務局職員や土地家屋調査士は，法務局が発行した身分証明書を携行しています。

本日配布した資料の一番後ろに、班割り図をつけております。皆様が所有する土地を担当する班長名を書いておりますので、ご承知おきいただければ幸いです。




１１ 調査実施に当たってのお願い

② 一筆地調査での立会いについて

一筆地調査では、境界等の確認のため、土地所
有者の方に立会いをお願いします。

◎現地立会いには、必ず出席をお願いします。

立会い日時は郵便で、調査の２週間前までには、   
各所有者に通知します（都合により所有者ご本人
様が立会いできないときは、委任状による代理人
の立会いをお願いします。）。

なお、日程変更もできます。
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皆様へのお願い事項の２点目は，一筆地調査での立会いについてです。

これまでもご説明いたしましたとおり、一筆地調査は境界確認のための重要な作業になります。

来年５月から８月にかけて、皆様に立会いをお願いすることとなります。立会い等で境界の確認ができない場合は筆界未定となる場合がありますので、立会いへの御協力をお願いいたします。

立会いの具体的な日時は，調査実施の２週間から３週間前までに、郵便により皆様にお知らせいたします。

ご都合により，所有者御本人様が，その日に立ち会うことが困難な場合には，委任状による代理の立会いもできますし，日程変更もできますので立会いのお知らせが届いてからご相談いただければと思います。




１１ 調査実施に当たってのお願い

③ 土地境界の確認について

土地の境界については、事前に隣地の方と確認し、
位置を確かめておいてください。

調査の円滑化を図るため、土地の境界周辺に雑
木、雑草等が密生している場合は、事前に筆界が
見通せる程度の伐採をお願いします。

境界標が埋まって見えない場合は、見られる状態
にしておいてください。
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皆様へのお願い事項の３点目は，土地境界の確認についてです。

可能であればで結構ですが，お隣の方と事前に境界の位置を確認しておいていただくと、一筆地調査のときにスムーズにお話を進めることができます。

また，早ければ、来年２月から一つ一つの土地の調査のため、皆様の土地に立ち入らせていただき、境界などを確認させていただきます。

境界周辺に雑木や雑草が密生していますと，調査に支障が生じますので，土地の調査をスムーズに進めるために、境界が見通せる程度の伐採の御協力をお願いいたします。



境界標識
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皆様で事前に境界を確認する際の参考のため、一般的な境界標識をご紹介いたします。

図の左側は，金属製の鋲を打ち込んだもの，右側は，プラスチック製の杭を打ち込んだもので，それぞれ境界標識として設置されている場合が多いものになります。

鋲や杭の上部に十字の形の切り込みが入っているものは、十字の中心が境界の位置となります。



境界標識
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こちらも境界標識になります。

左側はコンクリート製の杭を打ち込んだもの，右側は，金属製のプレートを貼り付けたもので，それぞれ矢印の先が境界の位置となります。

土に設置してある境界標は、埋もれていることがありますので、見えるように掘っておいていただけると大変助かります。



１１ 調査実施に当たってのお願い

④ その他

 今回の地図作成において、測量費用の個人負担は、
ありません。

 ただし、一筆地調査において立会いをしていただく際
の交通費等は、個人負担です。

 また、確定した土地の境界（隣接する民有地間の境
界） に境界標の設置を希望される場合には、金属プ
レート等を無料で設置します。

 なお、コンクリート杭等の永久的な境界標の設置を希
望される場合には、その費用は、個人負担です。
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皆様へのお願い事項の４点目は，

法務局地図作成事業に関するお知らせになります。

１つめは、今回の地図作成事業において，測量に必要な経費の負担や，地目の変更，地積の更正などの職権登記は全て法務局が行いますので，皆様に費用を負担していただくことはありません。
ただし，立会いをしていただく際の交通費等は個人負担となりますのでご了承ください。

２つめは、一筆地調査で確認ができた境界に関することです。
確定した土地の境界に、既にコンクリート杭や金属プレートなどの境界標識がある場合を除いて、現地の境界の状況に応じて金属プレートやプラスチック杭などを無料で設置いたします。

なお、コンクリート杭などの永久的な境界標の設置を希望される場合には，それらの費用は個人負担となります。こちらを希望される場合の申し込みは、一筆地調査の際に作業機関宛てに行っていただくことになります。

有料の境界標設置の説明をこのあと作業機関から行います。

無料で設置する筆界保全標、有料で設置する境界標を（当日の設置場所）付近に展示していますので、お帰りの際にご覧いただけたらと思います。




皆様の大切な財産の管理・保全のため

法務局地図作成事業に、ご協力をお願いします。

佐賀地方法務局

30

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それでは、説明内容は以上となります。

法務局地図作成事業では、皆様の地区に立ち入らせていただいたり、立会いをお願いしたりと御協力をお願いする場面があります。

法務局地図作成事業により正確な地図ができますと，土地の位置や境界が明確になり，（不動産登記の目的である国民の権利の保全と取引の安全，円滑に役立つことにあります。）
その結果，境界をめぐるトラブルを未然に防止し，円滑かつ適正な土地取引，防災に強いまちづくりや，迅速な災害復旧の基礎資料としての利活用ができますので、

将来に向かって安心して暮らしていけるまちづくりのために，法務局地図作成事業への御理解と御協力を，重ねてお願いいたします。
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